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第１回 矢板市庁舎整備基本計画検討委員会 会議録 
 

会議名 第１回 矢板市庁舎整備基本計画策定検討委員会 

開催日時 令和８年５月 28 日（木）午後３時～午後４時 

開催場所 矢板市文化スポーツ複合施設 研修室１ 

出席者 【委員】 

佐藤 栄治、大塚 孝徳、田城 国久、沼野 晋一、東泉 喜之、 

手塚 正之、佐野 幸隆、磯 英明、片桐 幹、藤田 美幸、花塚 竜大、 

三好 良重、須藤 賀津雄、萩野 司 

【市長】 

森島 武芳 

【事務局】 

財政課管財庁舎整備室 

株式会社フケタ設計 

凡例 矢板市庁舎整備基本計画策定検討委員会 委員長：（委員長） 

委員 ：（委） 

財政課管財庁舎整備室         事務局：（事） 

議題 １ 委員会運営に関する必要な事項について 

２ 庁舎建設までの流れについて 

３ 基本構想について 

４ 今後のスケジュールについて 

５ その他 

内容 １ 開会 

 

２ 委嘱状交付 

市長より、委員を代表して佐藤栄治委員へ委嘱状を手交した。 

 

３ 市長挨拶 

本庁舎は、東日本大震災の前の調査により、震度６強の地震が起きる

と倒壊する恐れがあるという調査が出ている。そこから震災を経験し、

年数も経過していることから、職員、来庁者の皆様の命を預からせてい

ただいている身として、重く受け止めている。 

複数の近隣の施設も老朽化が進んでいることから、単体で庁舎整備を

進めるのではなく、バリアフリー・防災拠点という観点も含め、複合化

も視野に入れながら検討を進める。建設的なご意見、ご提案を賜ること

をお願い申し上げる。旨挨拶があった。 
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４ 委員・事務局紹介 

各委員及び事務局の自己紹介 

 

５ 委員長・副委員長の選出 

委員長、副委員長の選任について、委員から「事務局案を提示願いた

い」旨発言があり、事務局の提示した「委員長に佐藤栄治委員、副委員

長に大塚孝徳委員」で承認され、決定した。 

委員長挨拶 

コンクリート造の建物は100年保つため、この先100年を見据えた計画

を行う必要がある。皆様のご意見をいただきながら基本計画を策定して

いきたい。旨挨拶があった。 

 

６ 諮問 

市長より佐藤栄治委員長へ諮問書を提出した。 

森島市長は次の公務のため退席。 

 

７ 議事 

（1）委員会運営に関する必要な事項について 

事務局より、資料１に基づいて 

1 委員会について 

2 会議の公開について 

3 傍聴について 

4 会議録の作成について 

の説明を行った。 

事務局説明後、質疑無しのため、議題の１について資料１のとおり決定

した。 

 

（2）庁舎建設までの流れについて 

事務局より、資料２に基づいて庁舎建設までの流れについて説明を行っ

た。 

＜質疑等＞ 

基本構想の際は、新庁舎建設場所の選定を現有地とこども未来館周辺の

２箇所に絞ったうえで基本計画に入ったと思うが、今のイメージはどこ

に建設する予定なのか教えてください。（委） 

→現状は現有地とこども未来館周辺に候補地を絞っている。現時点では

どちらが良いかは未確定、今後の検討委員会の中で決めていく。（事） 
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→今上がっている候補地以外の案を検討委員会で出すことはできないの

か。基本構想とは違ったような計画を発言することはできないのか。

（委） 

→基本的にはこの２箇所からの絞り込みで考えている。（事） 

→建設費が高騰している。いろいろな問題が起こっている。時代が進ん

でいる。そんな中で去年作ったからそれを変えないというのはおかしい

のではないか。（委） 

→諮問書の中に書かれている、（1）庁舎の建設場所の選定にあたる内

容だと思うが、２つの中から必ず選ぶというのは、私はそうは思わない

が、もう一度再検討するということは委員会を増やしてやっていくか、

他の会議でやっていくか、行政内の委員会に連携して考えていかなけれ

ばならない所があり、そういう意見も含めながら進めていくことにな

る。基本計画の委員会が終わってすぐ着工するということは今の段階で

はない、建設費が不透明で見積りがとれないところはあるが、基本計画

をつくり設計に至る直前まで進めて行くことは重要なので、位置という

のもなるべく決めておく必要がある。議論を尽してから基本計画策定に

向けたいと思いますので、お願い申し上げる。（委員長） 

 

（3）基本構想について 

事務局より、矢板市庁舎整備基本構想概要版に基づいて説明を行った。 

＜質疑等＞ 

基本構想ができてから市民の方々にはどのような周知設定をおこなった

か（委） 

→市民の方には、検討委員会から頂いた方針を踏まえて構想の案を固め

たのち、パブリックコメントで情報を出させていただいた。結果、11名

の方から41件ほどご意見を頂いた。具体的なご意見があったので、基本

計画にも反映できるものはしていきたい。（事） 

→構想には予算的なものは書かれていない。計画になればある程度予算

的なところも考慮して考えていかないと、結局絵に描いた餅で終わって

しまう可能性が高いので、この計画においては予算も重要視して考える

べき。（委） 

→予算の問題は一番の課題だと認識している。そのため基本計画の中

で、予算をなるべく圧縮して建設できるような計画を立てて行きたいと

いうのが事務局の考え。だとしても、現在の市の財政状況を考えると建

設までの一定の期間を要することは考えている。しかし、基本計画も策

定しておかないと社会経済情勢、国、県の制度に乗れるタイミングを逃

してしまうというところもあり、基本計画策定検討委員会を設置させて
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いただいた。予算は重要ですので、経費を削減して、実現できるような

計画としていきたい。（事） 

 

（4）今後のスケジュールについて 

事務局より、資料３に基づいて説明を行った。 

・諮問書の写しとスケジュールが連動している。 

・委員会は令和９年度の上半期で一区切りにしたい。 

＜質疑等＞ 

会議の案内が直近すぎるため、仕事の調整をつけるのが難しい。配慮し

ていただきたい。（委） 

→期間を取って案内を出すようにいたします。（事） 

→なるべく早く通知を出すか、仕事への影響が少ない時間、18時開始な

どに時間帯をずらすか、検討いただく。（委員長） 

 

（5）その他 

事務局より、委員の希望があれば県内で建てた新庁舎への視察を考えて

いる。ご意見いただきたい。 

→ぜひ。（委） 

→来月行けるかどうかは分からないが、できれば早い段階で調整した

い。（事） 

→視察をする方向で調整いたします。日程調整等計画が決まりましたら

連絡お願いいたします。（委員長） 

 

委員より、他市の事例で市長会から国に対し、庁舎建て替え時に活用で

きる交付税措置のある起債の要望を行っている、との情報提供。 

→矢板市としても国に要望等は行っている。（事） 

 

８ その他 

特になし 

 

９ 閉会 

 

  


